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内閣総理大臣（諮問会議）

○実証事業の概要
・実証事業者名
・事業目的
・走行経路、場所、実証日時
・自動運転システムの構造等
・自動運転のレベル

 地方（運輸・航空）局長、警察署長
 関係行政機関（の長）

申請
（法第8条第1項）

作成
（法第8条第1項）

意見集約
合意形成

監視・評価委員会

区域計画に基づき
実証実験を実施

区域計画（特定事業）
通称：サンドボックス実施計画

区域会議（法第7条） 〇 各地域でのケース事例の集積など計画立案に役立つ情報
のガイドライン等による提供など、委員会活動の支援

助言（随時）

ＳＢ支援チーム
（内閣府）

認定
（法第8条第7項～10項）

（参考）

実施事業者
（区域会議構成員公募
（法第7条第2項））

○安全確保等措置
・交通事故等の場合の措置
・一部適用除外とするための
代替措置

・緊急時の措置
・管理体制 等

実証実験

報告（随時）
（規定新設）

監視（随時）
評価（法第12条）

必要に応じ、直ちに
計画変更・取消
（法第9条、11条）

（軽微な変更は省令）

報告（事後）

※内閣府・地方（運輸・航空)局・
警察署が一体となってサポート

※特例措置

※１ 調整会議による検討を経て合意された区域計画の記載事項については、同意協議の手続きを踏むことを前提に、関連する道路使用許可、保安基準への適合、
航空法の許可・承認に当たって審査を不要となる（若しくは、許可等がなされたとみなす）よう、特区法を改正し、必要な規定を置く。

※２ 区域計画で定めた事項のうち、現場の判断による柔軟な変更認可が必要と思われる事項については、特区法省令により軽微な変更事項と定め、総理の認定
を不要とし、区域会議を即日持ち回り開催すること等により、必要な対応等をとるものとする。

〇国、地元自治体、地域関係者、実施事業者、関係行政機
関、地方（運輸・航空）局長、警察署長、監視・評価委員会
メンバー（技術専門家、安全専門家）等から構成

調整会議

区域計画へ
の同意協議
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